
「旧円通寺客殿（旧木村家住宅主屋）保存活用計画」の変更について

１． 趣旨 

平成 28 年２月、「横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例」に基づき、旧円通寺客殿（旧木村家住

宅主屋）が特定景観形成歴史的建造物に指定され、その保存及び活用の促進に関する計画ついて定めた

「旧円通寺客殿（旧木村家住宅主屋）保存活用計画」が策定されました。 

この度、平成 28 年９月から開始した公園整備事業における公園基盤整備及び客殿の解体・復元工事等

が完了し、令和４年４月に「金沢八景権現山公園」が開園します。公園整備工事に伴い行われた地下遺構

調査結果及びその他の工事内容等を保存活用計画に反映させるため、その変更内容について報告します。 

２． 旧円通寺客殿について 

（1） 位置

所在地：横浜市金沢区瀬戸 20 番３号

（2） 建物概要

構 造：木造平屋建て 寄棟造茅葺き、式台付

規 模：建築面積 143.15 ㎡、最高高さ 9.36ｍ

建築年：江戸時代後期から末期

３． これまでの経緯 

過去の審議および事業の経過は以下の通りです。 

時期 内容 備考 

平成 28 年１月 第 28 回都市美対策審議会景観審査部会 

（特定景観形成歴史的建造物の指定に関する意見

について（審議）） 

決定事項：保存活用計画をもっ

て旧円通寺客殿（旧木村家住

宅主屋）を特定景観形成歴史

的建造物として指定する。 

平成 28 年２月 特定景観形成歴史的建造物に指定 

保存活用計画を策定 

平成 28 年９月

～令和４年３月 

旧円通寺客殿解体・復元工事、基盤整備工事開始 

金沢八景権現山公園整備工事完了 

詳細は資料３－２参照 

令和４年３月 第 67 回都市美対策審議会景観審査部会 

（特定景観形成歴史的建造物における保存活用計

画の変更について（報告）） 

金沢八景駅 

金沢八景権現山公園 
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４．旧円通寺客殿（旧木村家住宅主屋）保存活用計画 変更点の概要 

 公園整備工事に伴い行われた資料調査、建築調査（痕跡等）、遺構調査等を通して新たに判明した事項

や、旧円通寺客殿（旧木村家住宅主屋）を公園施設として利活用するために必要な事項を追記しました。 

 なお、変更にあたっては歴史的景観保全委員（専門：日本建築史、古建築保存修復）である大野敏先生

にご意見を頂き、反映しています。主な変更点は以下の通りです。 

 

表 旧円通寺客殿（旧木村家住宅主屋）保存活用計画の主な変更点 

 変更内容 変更箇所 

・資料調査、建築調査（痕跡等）、遺構調査等が行われ

新たに判明した事項の追加 

１ 名称及び概要 

 （5） 建築年代（p9） 

 （11）歴史的建造物としての特徴    

   （p9-12） 

 （12）歴史的建造物の価値(p13-15) 

・事業経過の追加  （13）保存事業履歴(p15-17) 

・資料調査、建築調査（痕跡等）、遺構調査等で新たに

判明した事項を踏まえ「保存部分」「保全部分」の範

囲を変更 

３ 保存及び活用に係る目標及び方針 

 （3）計画の概要 

  ア 保存管理（p19） 

・景観や地下遺構に配慮して整備した公園を適切に維

持・活用する方向性で、保存及び活用に係る目標及び

方針を記載 

 （3）計画の概要 

  イ 環境保全（p23） 

・整備された防火設備の記載および定期点検の実施につ

いて記載 

・定期的な防災訓練、避難勧告、避難誘導について記載 

・復元後の客殿の耐震性能について記載 

 （3）計画の概要 

  ウ 防災（p27） 

・利活用に向けて、建築基準法や消防法、食品衛生法、

横浜市福祉のまちづくり条例での取り扱いを記載 

・火気の扱い（裸火厳禁）を整理し記載 

 （3）計画の概要 

  オ 活用条件の整理（p31） 

・具体例を追加し章立てを変更 ４ 現状変更の規制及び保存のための 

  措置に関する事項（p33） 

・敷地内掘削を伴う工事に関する手続きの追加 

・手続き及びその他の報告を要さない行為の追加 

５ その他、当該特定景観形成歴史的  

  建造物の良好な保存及び活用を図   

  るために必要な事項（p35） 
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